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兵 庫 県 社 会 福 祉 協 議 会 
兵庫県社会福祉事業経営相談室  

情報には万全を期しておりますが、ご利用いただく際には関係官庁などにお確かめの上、ご参考にしてください。当情

報を利用したことにより生じた被害や損害に関しては、一切の責任を負いませんのでご了承ください。 

【Ｑ： 決算】 
 
Ｑ  年度決算のスケジュールはどのように作成したらよいのですか。 

 

Ａ  

社会福祉法人の年度決算事務は、準備期間を含めて３月中旬から５月末の資産総

額変更登記をもって終了します。 

  したがって、決算事務を進めるスケジュールは、その期間内で処理しなければな

らない事務内容を具体的に明示し、担当者、処理期限等を決めることが重要です。

  具体的な事務内容は、法人により異なりますが、次の１７項目の作業について盛り

込むことが必要です。 

 

   １ ３月中に行う事務処理 

     (1) 期中会計処理の点検 

     (2) 決算整理事項を固める 

     (3) 当年度最終補正予算の作成 

     (4) 次年度当初予算の確定 

     (5) 積立預金の設定 

     (6) たな卸資産、貯蔵品、器具及び備品の実地たな卸 

 

   ２ ４月中に行う事務処理 

     (1) 銀行等から残高証明書の入手及び銀行残高との照合 

     (2) ３月度月次試算表の作成 

     (3) 業者請求書締切り 

     (4) 決算整理伝票の作成 

     (5) 決算試算表の作成 

     (6) 決算原案を理事長に提出 

 

   ３ ５月中に行う事務処理 

     (1) 計算書類（案）の作成 

     (2) 付属明細表の作成 

     (3) 監事監査 

     (4) 決算理事会（及び評議員会） 

     (5) 資産総額の登記 

 

 


